
 快適トイレ設置工事実施要領 

 

(目的) 

第１条 建設業界では、若手や女性技術者の確保・育成を中心とした将来の担い手確保が課

題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められています。このため、名古

屋港管理組合では、建設産業の担い手確保に向けた労働環境改善の一環として、建設現場

への快適トイレの設置に取り組むこととします。 

 

(対象工事) 

第２条 名古屋港管理組合の発注工事で、平成 31年６月１日以降に入札の公告を行う工事

を対象とする。ただし、誰もが働きやすい現場環境整備工事実施要領第２条の対象工事及

び公共建築工事積算基準を適用する工事については除外する。 

 

(取組内容) 

第３条 取組内容については、愛知県「快適トイレ設置工事実施要領（平成 30年４月施行）」

（以下「愛知県実施要領」という。）第３条に準じて実施するものとする。 

(快適トイレの仕様) 

第４条 快適トイレの仕様については、愛知県実施要領第４条に準じて実施するものとす

る。 

(積算方法等) 

第５条 積算方法等については、愛知県実施要領第５条に準じて実施するものとする。 

(現地確認) 

第６条 現地確認については、愛知県実施要領第６条に準じて実施するものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成 31年６月１日から適用する。 

 


